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第23回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成３１年４月２５日（木）午後１時３０分から午後２時５４分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２３名 

会    長 12番 村山 隆義 

   会長職務代理 21番 樋口 富行 

１番 小林 幹司 ７番 若井 君男 14 番 水品 直子 20 番 古髙  悟 

２番 丸山 和之 ８番 北村 公太郎 15 番 村山 幸夫 22 番 島田 勝広 

３番 田中 茂夫 ９番 長津 俊男 16 番 相澤 成一 23番 中島 勝志 

４番 菅井 太一 10 番 須藤 英雄 
 

24 番 富井 公一 

５番 柳   茂 11 番 佐藤 三代治 18 番 村山 太郎  

６番 庭野 喜由 13 番 近藤 正男 19 番 上原 貞俊  

欠席委員 17番 水品 正幸 

   

②推進委員（招集委員 20名） 

１番 庭野 誠一 14 番 金澤 拓男 23 番 富井 善一 29 番 佐藤達次郎 

５番 小川 正直 18 番 山家 勝一 24 番 山田 正進 30 番 宮原 大樹 

８番 大津 貴夫 19 番 中村 庄平 25 番 南雲 市郎 31 番 髙橋 清一 

９番 綱  大介 20 番 水品 成良 26 番 村山 伸一  

11 番 田村 正義 21 番 村山 進一 28 番 山賀巳喜夫 33 番 江口 隆雄 

欠席委員 32番 村山 浩一 

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 新潟県農業会議からの平成３１年３月分の答申について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について (26件) 

報告第３号 農地転用事実確認願いについて (7件) 

報告第４号 農地法の適用を受けない事実確認願いについて (2件) 

報告第５号 農用地利用配分計画について (新潟県農林公社 3件) 

 

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

   議案第１号 十日町市農用地利用集積計画の取消申請について（1件） 
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議案第２号 農地法の許可に対する事業計画変更承認申請について（2件） 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（5件） 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について（2件） 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について（11件） 

 

日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第６号 十日町市農用地利用集積計画について 

・利用権設定、所有権移転（69件） 

 

日程第５ 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

   議案第７号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

その他 

 

５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  南雲 昌憲 川 西事務所 主  事  尾身悠太郎 

本    局 次  長  富井  悟 松 代事務所 主  事  柳  裕子 

本    局 係  長  上村  大 松 代事務所 臨時職員  宮沢真奈美 

本    局 臨時職員  恩田 栄子 松之山事務所 係  長  村山 一男 

十日町事務所 主  査  宮澤 国彦 松之山事務所 臨時職員  福原 洋子 

十日町事務所 主  査  新井田京子  

 

６．会議の内容 

   別紙の通り 
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６．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第23回農業委員会総会を開会いたします。 

     本日の出席状況ですが、17番委員より欠席の連絡が参っております。したが

いまして24名中１名欠席でございます。在任委員の過半数が出席でありますの

で、第23回総会が成立することを宣言いたします。 

     次に、日程第１の議事録署名委員の選出でございますが、議長に一任願えれ

ば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、ご指名させていただきます。 

     第23回総会議事録署名委員は、22番委員、23番委員の両名からお願いいたし

ます。 

     あわせて、記録につきましては事務局に一任願えれば幸いですが、いかがで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、続きまして日程第２、農地法等の規定に基づく報告についてでござい

ます。報告事項は、第１号から第５号までございますが、全ての報告が終わり

ましたらご質問、ご意見等頂戴いたしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

     それでは、事務局、報告願います。 

     【報告第１号～第５号説明】 

村山議長 ただいま事務局から報告がございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございますので、続きまして日程第３、議案第１号「十日町

市農用地利用集積計画の取消申請について」、１件の申請が出ておりますので、

この内容につきましてご審議をお願いいたします。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案書１ページの議案第１号をご覧ください。今月は、十日町市

農用地利用集積計画の取消申請が１件ありました。取り消しの理由といたしま

しては、賃借権の対価と賃借期間を変更するためとなっております。また、同

時に譲り渡し人の○○さんと譲り受け人の△△△△から強化法の申し出が提

出されていまして、議案第６号の受付番号480番として上がってきております。
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ご審議をお願いします。 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ５番  今ほど説明がありましたように、この案件につきましては先月の強化法361

番にて許可がおりております。その中で対価につきまして玄米というふうに書

いてあるんですけども、借り主のほうでお金にしてほしいということで一旦取

り消して、今回強化法の480番で再設定をしたということであります。その他

につきましては申請内容のとおり間違いございません。よろしくお願いしま

す。 

村山議長 では、ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございま

せんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、この取り消し願いにつきまして改め

てお諮りします。 

     受理することでよろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、この取り消し願いにつきまして受理するということで進めさせていた

だきます。 

     続きまして、議案第２号「農地法の許可に対する事業計画変更承認申請につ

いて」、２件の申請が出ておりますので、これにつきましてご審議をお願いい

たします。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、３ページの議案第２号をご覧ください。今月は、農地法の許可に

対する事業計画変更承認申請が２件あります。農地転用の許可後に転用の目的

達成が困難で、転用できなくなった理由にやむを得ない事情があり、新たに転

用目的が適正である場合には事業計画の変更の承認を受ける必要があります。 

     【議案第２号、３番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、私12番の担当でございますので､説明します。 

     実は先月ご審議いただいたんですが、住宅の移転に伴う宅地の部分の所有者

が○○さんであったために、今回代替として住宅建築する敷地につきましては

○○さん名で所有権移転するという形になったので、変更申請になりました。

以上でございます。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 
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     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、次に４番説明願います。 

     【議案第２号、４番朗読後、説明】 

村山議長 では、この４番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  16日に十日町事務所にて説明を受け、次の日連絡をとって現地で担当者に会

い、確認をしてきました。記載のとおり間違いないということでございます。

よろしくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、「農地法の許可に対する事業計画変

更承認申請について」、２件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいたしま

す。 

     この２件につきまして許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、

５件の申請が出ております。この内容につきまして審議をお願いいたします。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案の４ページの議案第３号をご覧ください。今月の農地法第３

条の許可申請は５件です。 

     本会議の農地法第３条の許可申請は、農地法第３条第２項各号に該当しない

ため、許可要件の全てを満たしております。 

     【議案第３号、２３番朗読】 

村山議長 では、23番につきまして、担当委員説明願います。 

 １番  この畑は、○○さんの自宅のすぐ裏にありまして、書いてあるとおり○○さ

んの畑と地続きになっております。それと、△△さんが体が不自由になったた

めにこういう話になったということです。詳細については記載のとおりであり

ます。よろしくお願いします。 

村山議長 では、23番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、
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ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では24番説明願います。 

     【議案第３号、２４番朗読】 

村山議長 では、24番につきまして、担当委員説明願います。 

 ７番  渡し人は、施設に入っているので、譲り受け人の○○さんに電話をして確認

しました。場所が犬伏から十日町に向かう薬師トンネルの急勾配の左上の田ん

ぼで、傾斜地なので、対価がちょっと高いかなと思ったんですが、そのほかの

土地を含めてということです。記載のとおりですので、よろしくお願いいたし

ます。 

村山議長 24番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問

ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では25番説明願います。 

     【議案第３号、２５番朗読】 

村山議長 25番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  場所は下条の上新田です。この21日に双方を訪問して確認してまいりまし

た。現状は譲り受け人が耕作をしております。これは、過去の土地交換でここ

だけが所有権移転登記が未了のためだったようです。双方とも記載内容に間違

いないということでありましたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、25番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では26番説明願います。 

     【議案第３号、２６番朗読】 

村山議長 では、26番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  ○○さん、△△さん両者に電話で確認してきました。記載のとおり間違いあ

りませんので、よろしくお願いします。 

村山議長 では、26番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では27番説明願います。 
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     【議案第３号、２７番朗読】 

村山議長 では、27番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  場所は下条の野田です。この19日と21日に双方訪問して確認してまいりまし

た。譲受け人と譲渡し人は兄弟でございます。双方とも記載内容に間違いない

ということでしたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、27番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、ではただいま「農地法第３条の規定

による許可申請について」、５件の審議が終わりましたが､改めてお諮りいたし

ます。 

     この５件につきまして、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請について」、

２件の申請が出ておりますので、この内容につきましてご審議をお願いいたし

たいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案６ページの議案第４号をご覧ください。今月の農地法第４条

の許可申請は２件です。 

     【議案第４号、３番朗読後、説明】 

村山議長 では、３番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２２番  ４月19日に事務局から説明をいただきまして、地図にて現地を確認いたしま

した。その後直接○○さんとお会いして、現地の確認をいたしました。今の作

業小屋は、違反転用となっておりまして、始末書も提出されておりますので、

よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、３番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では４番説明願います。 
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     【議案第４号、４番朗読後、説明】 

村山議長 では、４番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  場所は下条の原です。この19日に十日町事務所で担当から申請内容の説明を

受けました。21日に申請人を訪問して確認してまいりました。記載内容に間違

いないということでありましたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、４番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では農地法第４条の規定による許可

申請につきまして２件審議が終わりましたが、改めてお諮りいたします。 

     ２件について許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでございますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請について」、1

1件の申請が出ております。この内容につきましてご審議をお願いいたしたい

と思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案７ページの議案第５号をご覧ください。今月の農地法第５条

の許可申請は11件です。 

     【議案第５号、１４番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、12番の私の担当でございますので、説明いた

します。 

     先ほどの事業計画変更承認申請が出た場所でございます。西小学校の前で先

ほどお話ししたように代替となる住宅地の所有者が○○さんであるため、○○

さんが住宅建築用地を取得するためにこの申請になりました。以上でございま

す。 

     この案件につきましてご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では15番説明願います。 

     【議案第５号、１５番朗読後、説明】 

村山議長 では、15番の案件につきまして、担当委員説明願います。 
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２４番  ４月18日、事務局より説明を受けました。この場所は、国道117号線沿いに

○○さんの事務所がありますが、その既存の敷地に隣接したところになりま

す。訪問しまして確認しました。その際現地も確認をいたしました。両者に確

認したところ記載のとおりで間違いありませんでした。よろしくお願いしま

す。 

村山議長 15番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では16番説明願います。 

     【議案第５号、１６番朗読後、説明】 

村山議長 では、16番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ５番  ４月の初めごろ十日町事務所から現場確認をしたいという話があったんで

すが、雪がありましたので、事務所にて地図で確認しました。田んぼの一時利

用で鉢地内のため池と用水路の改修をするとのことです。今年は用水路、来年

は法面の補修ということで、２年間の一時転用でございます。その他につきま

しては申請内容のとおり間違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 16番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問

ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では17番説明願います。 

     【議案第５号、１７番朗読後、説明】 

村山議長 では、17番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  場所は下条の水口です。19日に十日町事務所で担当者から説明を受けまし

た。21日に譲り渡し人を訪問、譲り受け人は電話で確認いたしました。双方は

親子の関係でございまして、記載内容に間違いないということでありましたの

で、よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、17番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では18番説明願います。 

     【議案第５号、１８番朗読後、説明】 

村山議長 では、12番の私の担当でございますので、説明します。 
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     この場所は、駅西の区画整理区域内で、１級河川の中沢川があるんですが、

そこの沿線に中沢公園というのが区画整理でできまして、その公園の向かい側

でございます。そのほかは記載のとおり間違いございません。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では19番説明願います。 

     【議案第５号、１９番朗読後、説明】 

村山議長 これも12番の私の担当でございますので、説明します。 

     この場所につきましては、警察署があります。その１本市役所側に入った小

路です。それで、実は確認のときに受け人の○○さんは確認とれたんですが、

渡し人の△△さんがなかなか連絡がとれず、訪問しても留守で、この申請書を

出した業者さんに確認し、また不動産屋さんが仲介に入っていましたので、そ

の両業者さんに確認をとりまして、間違いないということで確認作業いたしま

した。そのほかは記載のとおりでございます。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では20番説明願います。 

     【議案第５号、２０番朗読後、説明】 

村山議長 これも12番の私の担当でございます。先ほど説明した隣の場所でございま

す。先ほど説明不足でしたが、この渡し人の○○さんは健康状態を害したらし

くて、施設に入ったらしいという業者さんの説明で本人確認が直接できず、業

者さんに確認させていただきました。以上でございます。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では21番説明願います。 

     【議案第５号、２１番朗読後、説明】 

村山議長 では、21番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  16日に十日町事務所にて説明を受けまして、18日に両者に確認に行ってきま

した。場所は川治のコンビニエンスストアから200ｍくらい市役所に寄ったと

ころでございます。川治に郵便局ができるということで、地域の方が非常に喜

んでおります。記載のとおり間違いございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 
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村山議長 21番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では22番説明願います。 

     【議案第５号、２２番朗読後、説明】 

村山議長 では、22番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２４番  ４月18日、事務局より説明を受けまして、写真にて現地を確認しました。そ

の後現地行ってみまして、少し雪が残っていましたが、確認をしました。場所

は東田沢集落の市道沿いにあります。両者に確認をしました。記載のとおり間

違いありませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 22番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では24番説明願います。 

     【議案第５号、２４番朗読後、説明】 

村山議長 では、これは12番の私の担当ですので、説明します。 

     この場所につきましては、西本町区画整理事業で本町西線のバス会社の交差

点から50ｍほど西側へ入った通りのところでございます。この○○さんは、市

道稲荷町線の拡幅工事に伴いまして住宅移転ということで、今回のこの申請に

なりました。以上でございます。 

     24番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、次に25番説明願います。 

     【議案第５号、２５番朗読後、説明】 

村山議長 この案件は12番の私の担当でございますので、説明します。 

     この場所については、パチンコ屋の○○さんの駐車場の西側に隣接したよう

なところでございます。１級河川の田川の浚渫工事に伴い事務所等、資材置き

場ということで今回この申請が上がりました。以上でございます。 

     25番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、「農地法第５条の規定による許可申

請について」、11件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいたします。 
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     11件につきまして、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     では、ここで10分ほど休憩をとりたいと思います。 

      休憩（１４:２７～１４:３８） 

村山議長 では、ただいまより議事を再開いたします。 

     日程第４の議案第６号の農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定によ

ります「十日町市農用地利用集積計画について」でございます。 

     新規設定、再設定、そして所有権移転も含めて69件が出されております。こ

の利用集積計画につきまして、所有権移転２件を含む新規設定31件、借り手変

更25件を含む再設定38件、計69件についてご審議をお願いいたします。 

     なお、この議案につきましてはいつものように事務局の読み上げを行わず、

順番に担当委員より確認報告お願いいたしまして、最後に一括してご意見をお

受けするという方法で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

     では、事務局より概要説明お願いいたします。 

事務局  それでは、議案11ページの議案第６号をご覧ください。今月の農用地利用集

積計画についての案件は、新規の利用権設定が29件、所有権移転が２件、利用

権の再設定が38件で、合計が69件でした。 

     以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を

満たしていると考えます。以上です。 

村山議長 では、確認説明お願いいたします。415番。 

（推）２４番 両者に電話にて、記載内容に間違いないか確認をいたしました。よろし

くお願いいたします。 

村山議長 次、417番、418番、419番。 

（推）３０番 417番、○○さんのみ本人の確認がとれなかったんですが、借り手の方

のほうに確認しまして、全て記載のとおりでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、422番。 

（推）１９番 双方に確認いたしました。議案書のとおりでございます。対価もお話し

しましたが、現場を見たところこのくらいでいいんじゃないかというふうに思
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っております。議案書のとおりです。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、430番。 

（推）２０番 両者とも電話で確認しましたところ間違いないということだったので、

よろしくご審議のほどお願いします。 

村山議長 次に、431番、432番。 

（推）１４番 両者に確認いたしました。記載のとおり間違いないそうですので、よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 次、434番。 

（推）２６番 ○○さんは、今体調崩していらっしゃいまして、入院中でありましたの

で、同居しておられます息子さんに電話にて確認いたしました。記載のとおり

間違いございませんでした。お願いいたします。 

村山議長 次、435番。 

（推）８番 両者に電話にて確認いたしました。記載のとおり間違いありません。よろ

しくお願いします。 

村山議長 次、437番。 

（推）５番 両者に４月17日に面談で確認をいたしました。記載のとおり間違いないと

いうことです。以上です。 

村山議長 次、439番。 

（推）１１番 双方とも訪問し、確認してまいりました。記載のとおり間違いありませ

んでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、440番。 

（推）１番 両者に電話で確認しました。間違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、441番。 

（推）８番 こちらも両者に電話にて確認いたしました。記載のとおり間違いございま

せん。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、442番。 

（推）２５番 賃貸者の○○さんに確認をとったところ、記載のとおり間違いはござい

ませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、443番。 

（推）２６番 両者に電話にて確認いたしました。記載のとおり間違いございませんで

した。以上でございます。 

村山議長 445番。 
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（推）２８番 両者に電話にて連絡をとり、確認いたしました。記載のとおり間違いな

いことを確認しました。よろしくお願いします。 

村山議長 次、446番。 

（推）２６番 両者に電話にて確認いたしました。記載のとおり間違いございませんで

した。よろしくお願いします。 

村山議長 次、451番。 

（推）２５番 契約者双方に確認をとりましたところ、記載のとおりで間違いございま

せんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、452番。 

（推）２９番 ４月22日、両者に会って確認しました。間違いありませんでしたので、

よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、453番。 

（推）２１番 両者に電話にて確認いたしました。記載のとおりでございます。よろし

くお願いいたします。 

村山議長 次、458番。 

（推）１４番 両者に電話で確認いたしました。記載のとおり間違いございませんでし

た。よろしくお願いします。 

村山議長 次、459番、460番、461番、462番、463番。 

（推）３０番 各貸し手と法人のご担当者様に確認をとったところ記載内容に間違いご

ざいませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、475番。 

（推）２０番 ○○さんに電話にて確認したところ記載のとおり間違いありませんです

ので、よろしくお願いします。 

村山議長 次に、477番。 

（推）２１番 電話にて確認いたしました。記載のとおりでございます。よろしくお願

いいたします。 

村山議長 次に、478番。 

（推）１８番 出しの方は高齢であるため、電話等もかけましたが、連絡がつきません

でした。借り手のほうに連絡をとりましたら、この土地は中山間地等直接支払

制度の区域に含まれているので、余り受けたくはないんだけども、受けざるを

得ないんだというお話でありました。内容について記載のとおりでございま

す。よろしくお願いします。 
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村山議長 次、479番。 

（推）２３番 ○○さんに４月20日、電話で確認いたしました。記載どおり間違いあり

ませんでした。以上です。 

村山議長 次、416番。 

（推）３１番 借り手変更ということで、前作付した方が高齢化のため作付を断られた

ということで、新しい方、借り手が○○さんに移りました。議案書どおり双方

とも確認しました。問題がないということでしたので、よろしくお願いします。 

村山議長 次に、421番。 

（推）３３番 電話で確認したところ記載内容に間違いないということでした。よろし

くお願いします。 

村山議長 次、428番。 

（推）３０番 両者に確認しまして、記載内容に間違いございません。よろしくお願い

します。 

村山議長 次、429番。 

（推）２６番 両者に電話で確認いたしました。記載のとおり間違いないことを確認し

ております。よろしくお願いします。 

村山議長 次、438番。 

（推）１１番 双方訪問の上、確認してまいりました。記載のとおり間違いありません。

よろしくお願いします。 

村山議長 次、449番。 

（推）９番 双方に電話で確認いたしました。間違いありません。お願いします。 

村山議長 次、450番。 

（推）２５番 双方に連絡、確認とりました。記載のとおりでございました。よろしく

お願いします。 

村山議長 次、454番、455番、456番、457番。 

１６番  32番推進委員の案件ですが、今日は欠席なので、私が報告させていただきま

す。 

     皆さんに確認してまいりました。記載のとおり間違いありませんでしたの

で、よろしくお願いします。 

村山議長 次に、464番、465番、466番、467番、468番、469番、470番、471番、472番、

473番までですね。確認報告お願いします。 

（推）３０番 473番の○○さんのみ何回電話をかけてもつながらなかったのですが、
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その他全て電話にて確認がとれましたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、474番。 

（推）２５番 双方に連絡、確認とりました。記載のとおり間違いございませんでした。

よろしくお願いします。 

村山議長 次、476番。 

（推）１９番 双方電話にて確認させていただきました。議案書のとおり間違いないこ

とを確認しました。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、482番。 

（推）１番 双方確認とりました。間違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 427番、借り手変更、お願いします。 

（推）３０番 記載のとおり間違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 以上で借り手変更の再設定まで含めて確認報告が終わりましたが、この中で

ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございますので、改めてこの計画に基づきまして利用権の設

定と移転を進めるよう市に回答いたしたいと思いますが、ご異議ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように回答させていただきま

す。 

     続きまして、日程第５、議案第７号「農用地利用配分計画（案）に対する意

見について」ご審議をお願いいたします。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案の29ページ、議案第７号をご覧ください。議案の左側は農林

課からの平成31年４月11日付、十農林第96号、農用地利用配分計画（案）の意

見聴取についての記載と右側にはそれに対する農業委員会の意見案を記載し

ております。 

     また、次のページの30ページは農用地利用配分計画（案）となっております。

内訳としては、先ほど議案第６号の農用地利用集積計画についてご審議をいた

だきました中に農地中間管理機構経由で貸したいものが４件と移転の１件が

ございました。移転とは、既に公社との契約があり、借り受け者の変更があっ

たものでございます。表の左から２列目に強化法ナンバーとありますとおり、
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こちらの番号が議案書の農用地利用集積計画の受け付け番号で、その右側へ順

に土地の所有者、借り受け者の住所、借り受け者の氏名、応募者リストナンバ

ーを表示、一番右側に口座の振り込み日を表示しております。農用地利用配分

計画案に対する意見については、土地の効率的かつ総合的な利用を図る観点か

ら、異議ないものとして農林課に送付したいと思いますが、ご審議をお願いし

ます。 

村山議長 では、議案第７号につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ご意見、ご質問なしということでございますので、農用地利用配分計画（案）

に対する意見につきましては異議なしで回答いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、異議なしということで回答させていただきます。 

     一応議題につきましては以上で終わりましたが、この機会に皆様から情報提

供なりご意見等ございましたらお願いしたいと思いますが、ないでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 ないようでございましたら、これで総会を閉じさせていただきます。

 


